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　「年金」という言葉はもちろん皆さんご存じでしょうが、その制度や
内容はよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
　このコーナーでは、組合員の皆さんからご質問いただく中でも、特に
お問い合わせの多い事柄について、Ｑ＆Ａ方式で年金制度とその内容等
について簡単にご説明します。

　�　現在、民間企業に勤めている方は厚生年金に加入し、公務員の方は共済年金に加入していますが、
一元化される平成２７年１０月以降は公務員も厚生年金に加入することになります。

　�　一元化後も共済組合において被保険者（組合員）の記録管理、標準報酬
の決定・改定、保険料の徴収、公務員期間に係る年金給付の決定・支払いなど、
皆さんの年金手続きの窓口として厚生年金事業を行います。
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　新聞等の報道では、公務員の加入する共済年金と厚生年金が一元化されるとの
ことですが、一元化によって、共済年金はどのように変わるのですか？

　一元化により共済年金が厚生年金になるとのことですが、 
今後、年金の手続き等は年金事務所で行うことになるのですか？

～  年 金 制 度 の イ メ ー ジ  ～

企業年金 職域部分
3 階
部分

厚生年金 共済年金 2 階
部分

国�民�年�金�（�基�礎�年�金�） 1 階
部分

自営業者等 民間会社等 公務員等

現 在 の 制 度

企業年金 年金払い退職給付
3 階
部分

厚生年金 2 階
部分

国�民�年�金�（�基�礎�年�金�） 1 階
部分

自営業者等 民間会社等 公務員等

一元化後の制度
（平成27年10月以降）

すこやか16 No.237


